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令和２年度（２０２０年度）熊本県立高等学校入学者選抜要項の追加等につ 

いて（通知） 

このことについて、熊本県教育長から別添写しのとおり通知がありました。 
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令和２年（２０２０年）３月３日 

熊本県教育庁教育指導局高校教育課 

 

   令和２年度（２０２０年度）熊本県立高等学校入学者選抜における 

新型コロナウイルス感染症感染者等に対する対応について（第二報） 

  

このことについて、受検機会を確保するという観点から、後期（一般）選抜

における新型コロナウイルス感染症感染者等に対する特別措置や、別室受検に

ついて下記のとおり定めましたので、お知らせします。 

※下線部は今回新たに追加した部分です。 

 

記 

  １ 後期（一般）選抜における新型コロナウイルス感染症感染者等に対する 

特別措置の実施について 

（１）対象 

    次の（ア）～（エ）のいずれかに該当する者で、特別措置による受検を

希望する者 

（ア）令和２年度（２０２０年度）後期（一般）選抜に出願したが、新型

コロナウイルス感染症患者と診断され、後期（一般）選抜当日が就

業制限の期間内にある者。 

（イ）感染が疑われる者として新型コロナウイルス検査を受け、結果が

判明していない者。 

（ウ）令和２年度（２０２０年度）後期（一般）選抜に出願したが、新型

コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者として、後期（一般）選抜

当日が保健所の健康観察の期間内にある者。 

（エ）医療的ケアを必要としたり、基礎疾患があったりすることで、新型

コロナウイルスに感染した場合に症状の重篤化が想定され、特に

感染予防の対応を必要とする者。 

（２）受検できる高等学校及び学科・コース 

     受検できる高等学校及び学科・コースは、後期（一般）選抜に出願 

した高等学校及び学科・コースと同一とする。 

（３）募集人員 

     若干名 

（各学科・コースにおける募集定員を目安にして当該高等学校長が 

弾力的に判断する。） 

（４）申請期間 

     ・令和２年（２０２０年）３月９日（月）から３月１３日（金）まで

とする。 

    ・対象者で申請を希望する者は「後期（一般）選抜における新型コロ

ナウイルス感染症感染者等に対する特別措置適用申請書（様式２３）」



を出身中学校長を経由して、出願先の高等学校長に提出する。 

（５）選抜の方法 

     ・調査書と学力検査を資料として、総合的に判定する。 

・学力検査については、令和２年（２０２０年）３月２５日（水） 

９：３０から実施する（詳細は別添資料参照）。 

・検査教科については国語、数学、英語の３教科とし、英語のリスニ

ングテストは実施しない。 

・実技検査等については実施しない。 

・検査場は、出願した高等学校とする。 

（６）合格発表 

令和２年（２０２０年）３月２６日（木） 

出願者には郵送で通知するとともに、出身中学校長に通知する。 

     

２ 後期（一般）選抜における別室の受検について 

次の（１）（２）に該当する者が受検する場合は、３月１０、１１日 

   の後期（一般）選抜において別室で受検することとする。 

（１）「新型コロナウイルス感染症に関する熊本県教育委員会臨時休業等

の基準」に基づき、３７．５℃以上の発熱がある等の者のうち、今回

の特別措置の対象にならない者。 

（２）生徒及び教職員に新型コロナウイルス感染症が発生した学校に在籍

し、今回の特別措置の対象にならない者。 

 

 

※なお、今後の状況によって対応を変更することがある。             

   

 

  

 



 

【別添資料】令和２年度（２０２０年度）熊本県立高等学校入学者選抜要項：追加分  

Ⅹ 後期（一般）選抜における新型コロナウイルス感染症 

感染者等に対する特別措置 

  

〈全日制課程・定時制課程〉 

 

１ 資格 

 

次の (1)～ (4)のいずれかに該当する者で、特別措置による受検を希望する者。  

(1) 令和２年度（２０２０年度）後期（一般）選抜に出願したが、新型コロナウ

イルス感染症患者と診断され、後期（一般）選抜当日が就業制限の期間内にあ

る者。  

(2) 感染が疑われる者として新型コロナウイルス検査を受け、結果が判明してい

ない者。  

(3) 令和２年度（２０２０年度）後期（一般）選抜に出願したが、新型コロナウ  

イルス感染症患者の濃厚接触者として、後期（一般）選抜当日が保健所の健康  

観察の期間内にある者。  

(4) 医療的ケアを必要としたり、基礎疾患があったりすることで、新型コロナウ

イルスに感染した場合に症状の重篤化が想定され、特に感染予防の対応を必要

とする者。  

 

２ 受検できる高等学校及び学科等 

 

     受検できる高等学校及び学科・コースは、後期（一般）選抜に出願した高等学校の同

一の課程の同一の学科・コースとする。 

 

３ 入学者選抜の方法 

 

※  Ⅲ後期（一般）選抜４を参照のこと。ただし、（５）（６）は除く。  

 

４ 募集人員 

 

     若干名 

（各学科・コースにおける募集定員を目安にして高等学校長が弾力的に判断する。） 

 

５ 申請期間及び手続等 

 

     希望者は、令和２年（２０２０年）３月９日（月）から３月１３日（金）までの間、

在学する中学校長、又は出身中学校長（以下「出身中学校長」という）を経由して、出

願先の高等学校長に、特別措置承認願（様式２３）を提出すること。ただし、毎日午前



 

９時から午後４時までとする。 

   

 

６ 選抜 

 

(1) 学力検査  

     ア  学力検査日時           

令和２年（２０２０年）３月２５日（水）、午前９時３０分から実施す  

る。  

イ  検査場            

検査場は、出願した高等学校とする。        

ウ  検査の実施         

 (ｱ) 検査場の責任者は、当該高等学校の校長とする。    

 (ｲ) 校長は、当該高等学校の教職員を指揮して検査を実施する。   

     エ  学力検査問題        

(ｱ) 検査教科、検査時間及び配点        

ａ  検査教科は、国語、数学及び英語の３教科とする。なお、英語の検査  

においてリスニングテストは実施しない。  

ｂ  検査時間は、各教科とも５０分とする。   

ｃ  配点は、各教科とも５０点とする。    

ｄ  対象者のうち、海外帰国生徒等の特別措置を承認されている者につい  

ては、国語、数学及び英語のうち、承認された教科での実施とする。  

(ｲ) 学力検査問題の作成及び検査の実施   

学力検査は、問題を県教育委員会が作成し実施する。    

(ｳ) 学力検査時間割       

３月２５日（水）※集合時刻は９：００とする。      

 教科  開始時刻  終了時刻  検査時間（分）  

第１時限  国  語  ９：３０  １０：２０  ５０  

休  憩  

第２時限  数  学  １０：４０  １１：３０  ５０  

休  憩  

第３時限  英  語  １１：５０  １２：４０  ５０  

オ   選抜の手順  

各高等学校長は学力検査の結果を「３ 入学者選抜の方法」に定める資料の一 

つとして選抜基準を定め、選抜を行う。なお、面接、実技検査は実施しない。 

          

カ   受検者の携帯品  

  受検者は、受検票、筆記用具、消しゴム、定規及びコンパスを持参するこ

と。ただし、分度器付き定規、分度器付きコンパス、分度器、下敷き、電

卓、計算機能・辞書機能・地図表示機能を持つ時計、移動通信機器（携帯  

電話等）等、検査上公正を欠くものの検査室への持ち込みは許さない。     

 



 

(2) 作文    

    ア   作文   

     (ｱ) 対象者のうち、定時制課程において出願時に成人特別措置を希望した

者は、作文を当該高等学校において令和２年（２０２０年）３月２５日

（水）に実施する。  

(ｲ) 対象者のうち、海外帰国生徒等の特別措置を承認されている者への作

文は実施しない。  

(ｳ) 作文は、出願者の適性や意欲・関心等をみるために、８００字、５０

分で実施する。   

  (ｴ) 作文の実施に当たっては、あらかじめ校内に作文委員会を設け、作文

のテーマや実施方法等については十分検討するものとする。   

 

７ 合格者の発表 

 

(1) 発表の日は、令和２年（２０２０年）３月２６日（木）とする。  

   (2)  出願者に郵送で通知するとともに、出身中学校長に通知する。    

   

８ 不合格者の取扱い   

     

  高等学校長は、不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自  

己申告書を出願者本人宛て、親展便にて返却するものとする。   

 

９ その他   

     

     今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては内容を変更することがあ

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


